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「議案第６７号」公の施設の指定管理者の指定に対する附帯決議 

 

 

会議規則第１４条の規定により、「議案第６７号」公の施設の指定管理者の指定

に対する附帯決議を次のとおり提出する。 
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「議案第６７号」公の施設の指定管理者の指定に対する附帯決議 

 

本市における公の施設の指定管理者は、平成１６年１２月に定めた「北本市の公の

施設に係る指定管理者制度導入にあたっての基本方針」に基づき、原則として公募に

より募集しており、総合福祉センターの令和５年度からの指定管理者の選定に当たっ

ても公募が実施された。 

一方、総合福祉センターの指定管理者である社会福祉協議会は、単なる施設の管理

者にとどまらず、市の地域福祉計画においても多くの役割を受け持っている欠かすこ

とのできない地域福祉の担い手であり、替えのきかない団体である。 

指定管理者制度の運用については、平成２２年１２月２８日付けで総務省自治行政

局長通知が発出されているが、当時の片山善博総務大臣はその趣旨について、指定管

理者制度は本来行政サービスの質や住民満足度を向上させるための制度であるにもか

かわらず、アウトソーシングによるコストカットに力点が置かれ、本来指定管理にな

じまないような施設についてまで指定管理の波が押し寄せていることから、これを見

直してもらいたいと述べている。 

以上のことから、総合福祉センターをはじめとした今後の指定管理者の選定に当た

っては、一律で公募とするのではなく、当該公の施設において指定管理者が行う事業

の内容や趣旨、当該施設において指定管理者が事業を行ってきた経緯、実績等を踏ま

え、随意指定とすることや業務委託に切り替えることも検討すること。 

以上、決議する。 

 

 

令和４年１２月２０日 

 

北 本 市 議 会 

 

 

 

 

  

 


